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ＳＯＳ総合相談グル－プ 

 

 特定非営利活動法人 SOS総合相談グループ会員（以下「会員」という。）は、社会貢

献を目指す NPOの責任を自覚し、相談者の問題解決のために、ボランテイア精神を

基盤として、誠意をもって助言・援助する。 

会員は、相談が相談者の生活に与える影響を重んじ、この綱領を遵守するように心が

けなければならない。 

 

１. 最良の助言 

   会員は、相談者の人権尊重を第一義と心得て、公正誠実に最良の解決策を助 

し、支援することにより、相談者の信頼にこたえる。 

 

２. 相互の連携 

   会員は、ワンストップサービスを旨として、他の相談委員の相談活動を理解・尊重 

し、相互の連携に努めることによって、より適切に相談活動を遂行する。 

 

３. 知見の研鑽 

   会員は、各自の分野に関する知見について研鑽するとともに、一層の涵養と陶冶 

に心がける。 

 

４. 専門家としての責任 

   会員は、専門家としての知見の範囲と限界について自覚を持ち、その範囲で相

談活動を行うように努める。 

 

５. 守秘の義務 

   会員は、相談者の個人的秘密を保護し、相談の過程で知り得た秘密を他に漏ら 

してはならず、会員でなくなった後も同様とする。  

 


